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【１ はじめに】 

１－１ 候補地選定の目的  

吉岡町の家庭ごみは、一般廃棄物として吉岡町と渋川市、榛東村の３自治体で構成して

いる渋川地区広域市町村圏振興整備組合が運営する渋川地区広域圏清掃センター(渋川市

行幸田地内)で焼却処理された後、焼却灰等はエコ小野上処分場に運ばれ埋め立てられて

います。 

最終処分場の建設候補地選定に関する協定は、昭和５６年１月に当時の渋川地区広域

市町村圏振興整備組合の構成８市町村の中で締結されておりましたが、渋川市の平成１

８年に行われた合併を受け、平成２０年２月に、用地選定順位を【渋川市➡吉岡町➡渋川

市➡榛東村】とする協定書※別添資料１が構成３市町村で締結されています。 

それに基づき、渋川市は、当時運用されていた『小野上処分場』の隣地（覆土置き場）

に次期最終処分場となるエコ小野上処分場（令和１１年（平成２７年の供用開始後１５年

間）までの埋め立てに対応）を整備しましたが、次期最終処分場の整備期間などを考慮し

た場合、早急に次期候補地を選定する必要があるとして、令和元年５月に渋川広域組合か

ら吉岡町に対して『渋川地区広域市町村圏振興整備組合の一般廃棄物最終処分場用地選

定報告について（依頼）』…別添資料２が提出されました。 

吉岡町では、前述の協定書に基づき、次の最終処分場を選定する自治体としての責任に

おいて、令和２年１１月に「吉岡町地内における渋川地区広域市町村圏振興整備組合最終

処分場候補地選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、検討を開始しました。 

 

１－２ 選定委員会概要  

  選定委員会は、有識者、関係団体の代表者、公募による住民、その他町長が必要とする者、

の計１２名以内で組織し、町長が委嘱しました。 

委員会名簿 

区  分  氏  名  所  属  

有識者（副委員長） 片野
か た の

 光一
こういち

 群馬県自然環境調査研究会  

有識者  田中
た な か

 恒夫
つ ね お

 公立大学法人前橋工科大学  

有識者（委員長） 土倉
つちくら

 泰
とおる

 公立大学法人前橋工科大学  

有識者  西村
にしむら

 淑子
よ し こ

 国立大学法人群馬大学  

関係団体代表  須田
す だ

 永
えい

次
じ

 吉岡町商工会  

関係団体代表  中沢
なかざわ

 久光
ひさみつ

 北群渋川農業協同組合  

公募  大井
お お い

 絹子
き ぬ こ

  

公募  河合
か あ い

 恵美子
え み こ

  

住民代表  栗田
く り た

 美
み

鳥
とり

 吉岡町農業委員会  

住民代表  堤
つつみ

 隆
たか

雄
お

 吉岡町自治会連合会（～令和 4 年 3 月） 

住民代表  野村
の む ら

 恭
やす

弘
ひろ

 吉岡町自治会連合会（令和 4 年 4 月～） 

住民代表  須藤
す と う

 利
とし

仁
ひと

 上野原自治会長（令和 3 年 11 月～） 

廃棄物処理業者代表  星野
ほ し の

 竹男
た け お

 吉岡町一般廃棄物事業協同組合  

※敬称略。名簿順は区分ごとに順不同。 
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１－３ 次期最終処分場概略構想  

 令和３年１２月、渋川広域組合が作成した次期最終処分場の概略構想※別添資料３が示さ

れました。なお、概略構想の概要は以下のとおりです。 

◎整備の前提となる考え方  

・屋根や壁を設置する被覆型(クローズド型)最終処分場を基本とする。 

・浸出水は処理をして、埋め立て施設内の散水に循環利用する無放流式とし、河川への放

流を行わない方法を基本とする。 

◎１、基本的事項  

⑴施設規模  敷地面積  約２５，０００㎡  

埋立容量  約６０，０００㎥ 

⑵総事業費  約４４億円（概算） 

⑶埋立物  渋川地区広域圏清掃センターから出る焼却灰、飛灰、不燃物残渣

及び覆土  

⑷埋立期間  原則として１５年  

◎２、想定している施設の概要  

⑴埋立地  

（被覆施設） 

構造規模  鉄骨造平屋建て 

延べ面積  約  ７，０００㎡ (７０ｍ×１００ｍ)  

仕上げ  屋根：鋼板葺き、外壁：金属パネル 

高さ   地上約１５ｍ、地下約１５ｍ 

⑵浸出水処理施設  構造規模  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建て 

延べ面積  １，０００㎡ 

⑶その他  精製塩貯留施設、場内道路、防災調整池、覆土置き場、残地

森林等  

※詳細は別添資料３を参照 

  

【２ 一次評価（建設可能区域の抽出）の実施】 

 

法規制区域や具体的な土地利用計画等、最終処分場建設を回避すべき事象がある区域を除

外（立地困難区域）して、立地可能地域の抽出した地域を客観的に抽出し、５か所を建設可

能区域として抽出しました。 

２－１ 建設可能区域の抽出  

①候補地エリアの除外区域の検討 

選定エリアを検討するにあたって、除外する区域の検討を行い、選定エリアの選定条件

として、基礎調査の調査内容及び群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程（事

前協議規程…別添資料４）に係る立地基準に基づき、原則該当する区域を回避すべき区域

としました。この立地基準は民間企業等が廃棄物処理施設を設置する際に適用されるもの

で、国及び地方公共団体が一般廃棄物の最終処分場を設置する場合に適用されるものでは

ありませんが、最終処分場の用地の選定は公平性や透明性を確保しながら進める必要があ

ることから、吉岡町では当該立地基準を準用した形で検討を進めたものとなります。  
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②建設可能区域（一次評価）の抽出 

全町域を対象に次期最終処分場の建設を回避すべきと考えられる区域を除外したエリア

から次期最終処分場の建設可能区域を抽出しました。 

 

なお、下野田地区及び漆原地区の２区域（３か所）については、面積要件に適合してい

ないとして除外することとし、一次評価の結果として、上野原地区の３か所を建設可能区
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域としました。 

 

建設可能区域  

場所  面積  面積要件（約 25,000 ㎡）の 

適合の有無  

上野原地区  西部  9.84ha（98,400 ㎡） 〇 

上野原地区  中央部  38.47ha（384,700 ㎡） 〇 

上野原地区  南部  3.16ha（31,600 ㎡） 〇 

下野田地区  0.58ha（5,800 ㎡） × 

漆原地区  部分  
0.17ha（1,700 ㎡） × × 

（合計） 0.05ha（500 ㎡） × 

※上記区域については、建設可能区域の抽出を行った後に改めて居住区域等の見直しを行った際、面積

の増減があり、選定委員会の承認を経て変更しました。上記面積は変更後の面積となります。  

 

 （抽出した建設可能区域の状況） 
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【３ 二次評価（候補地の評価・選定）の実施】 

 

３－１ 二次評価の実施  

二次評価では、一次評価で抽出した建設可能区域を対象に、立地特性、生活環境、自然環境、

災害危険等の文献資料調査・評価を行い、周辺環境や安全性に係る条件等を客観的に評価しま

した。評価基準や項目については以下のとおりです。 

 

①  立地特性 

最終処分場が立地する地形地質条件、造成、搬入道路、雨水排水また、農業への影響等を

評価項目としました。 

②  生活環境 

町民の生活環境に影響を及ばさないよう配慮するため、住宅，学校等の公共施設について

処分場及び搬入道路双方からの距離と住宅数，施設数を評価項目とします。また、廃棄物処

理施設等が同じ地区に集中しないことも評価項目とします。及び立地周辺地域からの景観変

化へのインパクトも評価項目としました。 

③  自然環境 

周辺の自然環境への影響を出来るだけ少なくするとの観点から、施設建設による自然の改

変、動植物への影響など自然への影響を評価しました。 

④  災害危険 

土地の土砂災害・浸水被害発生等の危険性及び造成による災害発生や、活断層との距離な

どを考慮し災害の危険性などを評価しました。 

⑤  建設運営管理 

施設の建設費や維持管理費、廃棄物の搬入効率を出来るだけ少なく抑えた経済性の高い施

設を目指すとの観点から、施設の建設費及び維持管理費、廃棄物の運搬費などの経済性を評

価しました。 

 

３－２ 二次評価の結果  

選定委員会では、３か所の候補地について二次評価を行い、以下のとおりの総合評価となり

ました。（二次評価比較表について別添資料５中の比較表を参照） 

 

評価結果 

 評価点（100 点満点中） Ａ評価の数  Ｂ評価の数  Ｃ評価の数  

上野原地区① ５４ ６ ５ ９ 

上野原地区② ７４ ８ １１ １ 

上野原地区③ ６６ ９ ５ ６ 

 

『上野原地区①』 

県道水沢足門線から２００m 以上西側で、榛東村長岡浄水場の北側に位置する地区。

候補地面積は９．８４ｈａ。集落からかなり離れているため生活環境への影響は少な

い。地区内の上部には林道湯出入線が存在しているが、急傾斜地の山林が対象地である

ことから運搬道路の改修規模や造成規模が大きい。また災害発生の危険性が比較的高
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いと思われるほか、近隣市町村への影響等の項目で点数が低くなり、３か所の候補地の

中では最も低い総合評価となった。 

 

『上野原地区②』 

県道水沢足門線の東側で、吉岡町道２０１号線から２００ｍ以上北側に位置する地

区。候補地面積は３８．４７ｈａ。対象地は西から東へ傾斜している山林が大部分を占

め、地区内には舗装されていない林道が存在する。農業用水管等の地下埋設物や近隣市

町村への影響がなく、周辺整備の可能性が高い等の理由により、全体にわたって比較的

高い点数となり、３か所の候補地の中では最も高い総合評価となった。 

 

『上野原地区③』 

県道水沢足門線の東側で、吉岡町道２０１号線から２００ｍ以上南側に位置する地

区。候補地面積は３．１６ｈａ。対象地は西から東へ傾斜している農地であり、造成規

模や雨水排水路整備規模が小さく、また樹木の伐採の必要がないことや災害発生の危

険性が少ないと思われること等によりこれらの項目の点数が高い。ただ、集落から比較

的離れているとはいえ、候補地周辺には農道等生活に必要な道路もあることから、搬入

ルート上の支障や景観等への影響、近隣市町村への影響といった項目が比較的低い点

数となり、３か所の候補地の中では上野原地区②に次ぐ２番目の総合評価となった。  

 

【４ 候補地案の決定】 

 

二次評価の結果から、選定委員会では３か所のうち１か所（上野原地区②）を最終処分場建

設候補地（案）として決定し、その旨を町長に答申しました。※答申書一式…別添資料５ 

吉岡町では、選定委員会からの答申を受け、その内容が妥当かつ適正であるとして、渋川広

域組合に対し、現状の候補地案である「上野原地区②」を報告するとともに、今後の更なる絞

り込み等について協議を行いました。※協議書一式…別添資料６ 

その後、渋川広域組合による絞り込みの結果として、吉岡町に対して、上野原地区②内の「ウ

地区」を建設適地とする旨の報告がありましたので、《※広域組合による候補地の更なる絞り

込み報告…別添資料７》吉岡町では選定を行う自治体の立場から、渋川広域組合が検討した地

区について改めて評価を行いました。 
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吉岡町による比較評価の結果として、ウ地区は、森林伐採(立木伐採に係る整備コスト)や残

地森林(森林法に係る整備コスト)、跡地利用(施設の跡地利用)、安全性(災害対応)、植生自然

度とレッドデータリスト(環境保全) の項目で他の地区より評価が高く、搬入路②(道路整備

に係る整備コスト)や生活環境への影響②(景観への影響)、農用地区域(農業振興地域整備計

画対応)の項目の評価は他の地区より低くなりました。 

なお、土工量(土工に係る整備コスト)、搬入路①(地域に与える影響)、生活環境への影響①

(生活への影響) の項目については他の地区と評価が変わりませんでした。 
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吉岡町として総合的に検討した結果、「上野原地区② ウ地区」が最も有利であるとの評価

となったことから、渋川広域組合から報告された建設適地「上野原地区② ウ地区」について

は、吉岡町としても「妥当」であると判断いたしました。 

【参考資料１・評価の詳細】 

比較項目 選定候補地の状況と評価 

土工量 

(土工に係る整備のコスト) 

勾配は他の地区よりも若干緩やかだが、切盛りに関する土工量は他地区とほ

ぼ同等と考えられる。 

森林伐採 

(立木伐採に係る整備コスト) 

山林のほかにかなりの農耕地が含まれていることから、整備の際の立木の伐

採量は他地区と比較して最も少なくなる。 

残地森林 

(森林法に係る整備コスト) 

森林法民有林の場合、隣地開発に係る調整が必要となるほか、面積によって

は想定面積以上の残地森林が必要となる。当該地区は他地区と比較して森林

面積が少ないため、他地区と比較して必要面積が少なく済む可能性がある。 

搬入路① 

(地域に与える影響) 

工事や搬入経路として、県道水沢足門線から直接アクセスする道路の整備を

想定しており、地域住民の生活道路となっている町道２０１号線は利用しない

ため、他地区と同じく周辺住民への影響は小さいと考える。 

搬入路② 

(道路整備に係る整備コスト) 

工事や搬入経路として、県道水沢足門線から直接アクセスする道路の整備を

想定しており、当該地区は県道水沢足門線から最も遠いため道路整備の延長

は他地区と比較して最も長くなる。 

生活環境への影響① 

(生活への影響) 

住居からは十分な離隔を確保可能であることから、生活環境への影響は他地

区と同じく軽微となると考えられる。 

生活環境への影響② 

(景観への影響) 

当該地区は山林の中に位置しており、集落から候補地縁辺部までの距離は１

００ｍ以上確保されている。 

距離的には他地区と比較して最も近いが、集落までの間には山林も存在して

いるため、周辺地域に与える景観への影響はそれほど大きくないと考える。 

跡地利用 

(施設の跡地利用) 

跡地利用の際には町道２０１号線から直接アクセスできる道路を整備し利用す

ると想定した場合、当該地区は町道２０１号線から最も近いため施設へのアク

セス等がしやすくなる。 

また、地域住民が身近な施設として捉えやすくなり、施設の用途に関する選択

肢は多くなると考えられる。 

安全性 

(災害対応) 

当該地区の中に沢のような地形はなく、大雨によって沢が崩れるなどといっ

た土砂災害発生の危険性は他地区と比較して少ない。 

農用地区域 

(農業振興地域整備計画対

応) 

当該地区には他地区にはない農振農用地(青地)が存在しているため、町の農

業振興地域整備計画との調整が必要となるとともに、農振農用地からの除外

や農地転用に関しても調整する必要がある。 

植生自然度と 

レッドデータリスト 

(環境保全) 

当該には植生自然度『６』の植林地と『３』の外来種植林・農耕地、『２』の外来種

草原・農耕地が分布しており、他地区と比較して植生自然度は低い。 
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なお、選定した候補地案の位置、概要については以下のとおりです。 

⚫ 想定面積は約４ヘクタール。 

⚫ 候補地のほぼ中央で、やや緩やかな斜面にある山林の中に位置している。  

⚫ 地区の中に沢のような地形はない。 

⚫ 工事や搬入道路として想定している県道水沢足門線からの距離は遠く、町道２０１号

線からの距離は近い。 

⚫ 土地利用的には、山林、畑（農振農用地〈青地〉を含む）、原野等となっている。 

⚫ 植生自然度は１０評価中「６」の植林地と「３」及び「２」の農耕地となっており、答申書

にあったレッドデータリストの植物の発見報告があった場所からは最も遠い。 

 

【５ 地元合意形成】 

 

候補地選定については、上野原自治会住民を対象とする「次期最終処分場候補地選定にかか

る報告会」の中で、吉岡町として決定した「候補地案」を報告するとともに、次期最終処分場

をこの地域に設置することについて、正式に地域の同意を依頼しました。※報告会提出資料…

別添資料８ 

その後、上野原自治会より「渋川地区広域市町村圏振興整備組合による次期最終処分場予定

地の仮決定における当該地区地元住民の要望について」として、要望書…別添資料９の提出が

ありました。 

吉岡町では、上野原自治会より提出された要望書を町として精査・検討し、上野原自治会役

員会において、要望書に対する吉岡町からの回答を伝えたうえで、改めて同意のお願いを行い
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ました。…別添資料１０ 

その後、上野原自治会より「渋川地区広域市町村圏振興整備組合次期最終処分場の予定地に

ついて」として、次期最終処分場をこの地域に設置することに対する同意書…別添資料１１の

提出をいただきました。 

 

【６ 決定報告】 

 

吉岡町では、上野原地区の同意がいただけたことから、正式に「候補地」として事務手続き

を進めることとしました。その上で渋川広域組合に対し、候補地が決定されたことを「一般廃

棄物最終処分場次期建設候補地の決定について」…別添資料１２の中で報告しました。 

なお、今回の同意にあたっては、上野原自治会より要望もあげられていることから、報告書

には上野原自治会からの要望書等を添付し、組合及び構成市町村として、次期最終処分場の建

設が周辺地域の住民の生活環境等に悪影響を及ぼさないよう配慮いただくとともに、同意を

いただいた地域の魅力向上のための対応等についてもご検討いただくよう、強く申し入れを

しております。 

また、改めて「吉岡町地内における渋川地区広域市町村圏振興整備組合次期最終処分場に係

る要望書について」として、町から要望書の提出も行いました。…別添資料１３ 

 

【７ 今後の予定】 

 

 吉岡町では、渋川広域組合から令和元年５月３０日付で依頼のあった次期最終処分場用地

選定について、次期最終処分場の候補地を決定し、令和５年２月１７日付けで渋川広域組合に

対して用地選定の報告を行いました。 

 今後、渋川広域組合では、吉岡町からの候補地の決定報告を受け、次期最終処分場の建設に

向けた作業が進められていくこととなります。 

なお、渋川広域組合が示している供用開始までのスケジュールは以下のとおりです。 

 

年度  取り組み内容  

令和５年度  『循環型社会形成推進地域計画』の策定  

地元説明・協議・調整  （広域組合・吉岡町） 

令和６年度  不動産鑑定・測量・環境調査等  （広域組合） 

令和７年度  用地買収・基本設計  （広域組合） 

令和８年度  実施設計  （広域組合） 

令和９年度  建設工事・周辺整備工事  （広域組合） 

令和１０年度  建設工事・周辺整備工事  （広域組合） 

令和１１年度  建設工事・周辺整備工事  （広域組合）  

供用開始  

 



資料１

Y21116
四角形



資料２
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渋川地区広域市町村圏振興整備組合

吉岡町地内に整備する一般廃棄物  

最終処分場の概略構想  資料３

Y21116
四角形



[ 1 ]  
《吉岡町に整備する最終処分場の概略構想について》  

 

吉岡町に整備を予定している一般廃棄物最終処分場は、環境配慮や地元

の意見を取り入れ屋根や壁を設置する被覆型（クローズド型）最終処分場

を基本に考えます。  

 また、浸出水は処理をして、埋め立て施設内の散水に循環利用する無放

流式とし、河川への放流を行わない方法を基本とします。  
これらにより、住民生活や周辺環境に配慮し、将来にわたり地域の安全

と安心を確保できる施設とします。 
 以下に現時点での計画、構想、スケジュール等を示します。   
１  基本的事項 
（１）建設場所  吉岡町地内（詳細場所未定）  
（２）事業スケジュール（予定）    
  ア  令和３年度  用地選定（吉岡町）  
  イ  令和４年度  地元説明・協議、基本構想策定（規模、方式等）     

ウ  令和５年度  地元説明・協議  
エ  令和６年度  不動産鑑定、測量、環境調査等  

  オ  令和７年度  用地買収、基本設計  
  カ  令和８年度  実施設計  
  キ  令和９年度～令和１１年度  建設工事、周辺整備工事  
（３）施設規模  敷地面積   約２５，０００㎡  
        埋立容量   約７０，０００㎥  
（４）事 業 費   約４４億円（概算）  
（５）埋  立  物   渋川地区広域圏清掃センターから出る焼却灰、飛灰、不

燃物残渣及び覆土  
（６）埋立期間  原則として、環境省が定める「廃棄物最終処分場の性能

に関する指針」に基づき１５年とします。  
ただし、１５年で埋立容量に達しない場合は延長をお願

いする場合があります。 
２  施設概要 
（１）被覆施設  
   構造規模  鉄骨造平屋建て  
   延べ面積   約 7,０００㎡（70ｍ×10０ｍ） 
   仕 上 げ  屋根：鋼板葺き、外壁：金属パネル  

高   さ  地上約１５ｍ、地下約１５ｍ    
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【イメージ写真１  エコ小野上処分場外観】   
（２）貯留施設（埋め立て場所）  
  ア  貯留構造物の方式・・・補強土壁により壁を築造し、表面を遮水    

シートで覆います。  
  イ  遮水設備・・・二重遮水シート（埋め立て地を覆うもの）により、 
               漏水検知システム設置及び自己修復材を使用しま

す。             
【イメージ写真２  エコ小野上処分場埋め立て施設内観】   遮水シート  

浸出水処理施
被覆施設

補強土壁  
砂＋遮水

シート  
搬入スロープ  

太陽光パネル  
集水管  散水設備  
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（３）浸出水処理施設  
  ア  構造規模  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建て  
  イ  延べ面積  １，０００㎡ 

ウ  主 要 室  管理室、研修室、浸出水処理プラント  
エ  処  理  水   循環再利用（埋立地の散水利用）して河川に放流を

行わない「無放流式」  
  オ  処理能力   ２０㎥／日（想定）  
  カ  設   備  カルシウム除去設備→生物処理設備→凝集膜ろ過設

備→活性炭吸着設備（想定）  
                  水の循環利用に伴い、浸出水中の塩分を除去する必要       

があるため、脱塩処理設備を付加した処理施設となり     
ます。               

【イメージ図  浸出水処理施設外観】   
３  その他 
（１）地元対策について  
   地元対策については、地元協議の中で決定していきますが、建設時

及び現在行われている他事例での対策は下記のとおりです。  
  ア  清掃センター・・・補助金（地元協議会へ）  
  イ  環境クリーンセンター・・・施設整備（プール、運動場、テニス       

コート整備など）  
  ウ  旧小野上処分場・・・補助金（地元組合→小野上村→渋川市へ） 
  エ  エコ小野上処分場・・・補助金（渋川市へ）  
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（２）跡地利用について  
   運用終了後の跡地については、吉岡町及び地元と協議の上決定する    

予定です。  
 〈参考例〉  

ア  建物を残す場合・・・屋内運動場（テニス、ゲートボール他）、      

農業用施設、避難場所、集会所など  
イ  建物を残さない場合・・・運動場、公園、キャンプ場、太陽光発  

電など    
（３）他自治体参考例            

貯留施設内観             外観  
【大分県臼杵市一般廃棄物最終処分場】            

貯留施設内観             外観  
【吾妻東部衛生施設組合】    



[ 5 ]  
最終処分場

産業廃棄物最終処分場
（事業系廃棄物）

安定型処分場

管理型処分場

遮断型処分場

一般廃棄物最終処分場
（家庭ゴミ、事業系可燃物）

（広域組合整備）
管理型処分場

最終処分場方式

オープン型

被覆型
（クローズド型）

一般被覆型

大深度地下利用型

４  参考 
（１）最終処分場の分類           

《同じ》  
（２）ゴミの分類  

ア  産業廃棄物  
  事業者の産業活動などによって排出されるゴミ  
  （がれき、廃プラスチック、金属くず、廃油、ばいじんなど）  
イ  一般廃棄物  

    家庭から出るゴミ及び事業者が排出する可燃ゴミなど   
（３）最終処分場の方式                   
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【事前協議規程における立地基準】

１ 設置者等は、次の条件に適合するよう廃棄物処理施設等の立地を計画する。

一 最終処分場は、他の最終処分場の敷地境界から1km以上距離を設けること

事前協議において公告済の最終処分場計画地、廃止前の最終処分場、事前協議対象外

の公共最終処分場

二 最終処分場は、次の水道水源施設の敷地境界から500m以上距離を設けること

公共用水道水源又は専用水道の水源

三 焼却施設及び最終処分場は、次の住宅密集又は住居地域の境界から100m以上距離

を設けること

第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二

種住居地域、準住居地域及び公営住宅団地

四 すべての施設は、特に静穏の配慮が必要な次の自然環境保全地域等の境界から100

m以上距離を設けること

重要文化財（建造物に限る）、埋蔵文化財包蔵地、史跡名勝天然記念物、登録記念物、

伝統的建造物群保存地区、国立公園、国定公園、県立公園、風致地区、原生自然環境保

全地域、自然環境保全地域、県自然環境保全地域、緑地環境保全地域、特別緑地保全

地区、絶滅野生動植物の生息地等保護区、鳥獣保護区、景観計画区域、景観地区

五 すべての施設は、特に静穏の配慮が必要な次の施設の敷地境界から100m以上距離

を設けること

学校、専修学校、各種学校、児童自立生活援助事業を行う住居、小規模住居型児童養育

事業を行う住居、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童

養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自

立支援施設、障害児通所支援事業所、病院、診療所・助産所のうち入所施設、公民館、図

書館、救護施設、更生施設、医療保護施設、宿所提供施設、博物館、婦人保護施設、小

規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型老人共同生活援助事業所、老人短期入所

施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、母子

福祉施設、公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、介護老人保健施設、サ

ービス付高齢者向け住宅、障害福祉サービスを行う事業所(入所等)、障害者支援施設、

福祉ホーム、認定こども園

資料４
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六 すべての施設は、利用者に配慮が必要な次の施設の敷地境界から20m以上距離を設

けること

保健所、児童家庭支援センター、診療所・助産所のうち入院を伴わない施設、検疫所、身

体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施

設、身体障害者更生相談所、授産施設(生活保護法)、授産施設(社会福祉法)、隣保館

等、知的障害者更生相談所、老人デイサービスセンター、老人福祉センター、老人介護支

援センター、更生保護事業施設、障害福祉サービスを行う事業所(介護等)、地域活動支援

センター

七 すべての施設は、次の災害防止等保全のための区域から10m以上距離を設けること

砂防指定地、市町村の消防施設、県又は水防管理団体の水防施設、公共客土事業、土

地改良事業の用排水機、地下水源の利用設備、保安林、保安林予定森林、保安施設地

区、保安施設地区予定地区、水下水道事業施設、地すべり防止区域、宅地造成工事規制

区域、河川区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、気象等観測施設、公

共かんがい施設、災害防止用ため池、防風林施設

八 すべての施設は、次の土地を含まないこと

住居（計画者の土地を除く）、公共用地（計画の公表されているものを含み、赤線・青線を

除く）、農業振興地域の農用地区域内の農地（青地）

２ 次のいずれかにあてはまれば、前項第三号から第七号を適用しない。

一 既存の廃棄物処理施設等であって、敷地の拡張を伴わない設置等

二 原材料と同様の廃棄物を処理する製造施設（焼却施設、1t/日以上の熱分解施設・乾燥

施設・溶融施設・固形燃料化施設・発酵施設・蒸留施設・特管の中和施設を除く）の設置等

三 前項に掲げる敷地境界から廃棄物処理施設等までの間に、幅30m以上の河川区域を持

つ一級河川又は二車線以上の道路がある場合の設置等

四 工業地域、工業専用地域、準工業地域又は工業等導入地区における設置等

五 移動式の廃棄物処理施設等の設置等（廃棄物の処理・積替え・保管の場所を除く。）

３ 次のいずれかにあてはまれば、設置場所の選定に配慮が必要。

一 現に規制基準値を超過する地域において、同一の公害要素を発生させる施設の新設

二 現に100m以内に屋外処理する施設があり、同一の公害要素を発生させる施設の新設

４ 設置場所の土地及び建物は、施設の設置までに使用権原を得なければならない。
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選定委員会では、３か所の候補地について２次評価を行い、以下のとおりの総合評価とな

った。（２次評価比較表について別紙３を参照） 

 

評価結果 

 評価点 

（100点満点中） 
Ａ評価の数 Ｂ評価の数 Ｃ評価の数 

上野原地区① ５４ ６ ５ ９ 

上野原地区② ７４ ８ １１ １ 

上野原地区③ ６６ ９ ５ ６ 

 

『上野原地区①』 

県道水沢足門線から２００m 以上西側で、榛東村長岡浄水場の北側に位置する地区。

候補地面積は９．８４ｈａ。集落からかなり離れているため生活環境への影響は少ない。地

区内の上部には林道湯出入線が存在しているが、急傾斜地の山林が対象地であることか

ら運搬道路の改修規模や造成規模が大きい。また災害発生の危険性が比較的高いと思

われるほか、近隣市町村への影響等の項目で点数が低くなり、３か所の候補地の中では

最も低い総合評価となった。 

 

『上野原地区②』 

県道水沢足門線の東側で、吉岡町道２０１号線から２００ｍ以上北側に位置する地区。

候補地面積は３８．４７ｈａ。対象地は西から東へ傾斜している山林が大部分を占め、地区

内には舗装されていない林道が存在する。農業用水管等の地下埋設物や近隣市町村へ

の影響がなく、周辺整備の可能性が高い等の理由により、全体にわたって比較的高い点

数となり、３か所の候補地の中では最も高い総合評価となった。 

なお、一部の区域では県のレッドデータリストに掲載された植物の発見報告がされてい

ることから、十分な対応が必要と考える。 

また、比較評価のなかには候補地外周からの距離等が項目となっているものもあるが、

当該地区は３か所の候補地の中で面積が最も広く、今後検討される選定場所によっては

評価についての見解が変わることがあることを申し添える。 

 

『上野原地区③』 

県道水沢足門線の東側で、吉岡町道２０１号線から２００ｍ以上南側に位置する地区。

候補地面積は３．１６ｈａ。対象地は西から東へ傾斜している農地であり、造成規模や雨水

排水路整備規模が小さく、また樹木の伐採の必要がないことや災害発生の危険性が低い

と思われること等によりこれらの項目の点数が高い。ただ、集落から比較的離れているとは

いえ、候補地周辺には農道等生活に必要な道路もあることから、搬入ルート上の支障や景

観等への影響、近隣市町村への影響といった項目が比較的低い点数となり、３か所の候

補地の中では上野原地区②に次ぐ２番目の総合評価となった。 

なお、当該地区の対象面積は、１次評価及び中間報告の際には３．６０ｈａであったが、２

次評価で現地調査を含めて確認したところ、１００ｍ以内の榛東村地内に住居があること

が確認されたため、影響範囲となる０．４４ha分を除外し「３．１６ｈａ」とすることを選定委員

会で了承している。 

 

資料２ 



２次評価比較表 資料３

A B C

（5点） （3点） （1点） 内容 評価 評価点 内容 評価 評価点 内容 評価 評価点

① 運搬道路の改修規模
搬入・退出ルートとなるアクセス道路の改修の規模
（各建設候補地の中心部分までの距離）

小さい 中位 大きい 5

急傾斜地であり、かつ道路新設の必要あり。県道水沢足門
線からの距離４４０ｍ。
※県道水沢足門線から新設路線を利用した搬入ルートを想
定

C 1

町道はあるが、拡幅及び改修の必要あり。県道水沢足門線
からの距離750ｍ。
※県道水沢足門線から町道1149号線を利用した搬入
ルートを想定

B 3

町道はあるが、拡幅及び改修の必要あり。県道水沢足門線
からの距離810ｍ。
※県道水沢足門線から町道1167号線を利用した搬入
ルートを想定

B 3

② 造成規模 造成の形態による容易性・施工規模（土地の起伏や現況等） 小さい 中位 大きい 5
急傾斜地であり、切土・盛土・伐採も含め大規模な造成の必
要あり

C 1
比較的勾配があり、切土・盛土、伐採も含め相応の造成の
必要あり

B 3
比較的勾配があり、切土・盛土も含め造成の必要はあるが、
伐採の必要がないことから規模としては小さい

A 5

③ 雨水排水路整備規模 下流側排水路の有無と改修整備の必要性の有無 小さい 中位 大きい 5 支川や側溝等がなく、新設での整備の必要あり C 1
改修や整備の必要があるものの、支川があり、大規模とは
ならない

B 3
改修や整備の必要性はあるものの道路側溝があり、規模と
しては小さい

A 5

④ 森林法対象民有林
森林法における開発規制の手続きの対象となる民有林の該当の
有無

該当なし
該当する

可能性あり
該当あり 5 区域内の全域が対象地域であるため、該当あり C 1

区域内の大部分が対象地域であるため、該当する可能性あ
り

B 3 区域内に対象民有林なし A 5

⑤ 農業用水管等の地下埋設物 候補地内の農業用水管等の埋設状況 該当なし － 該当あり 5
現地調査等したところ、管路を確認
（自害沢用水路、堂の入沢用水路）

C 1 該当なし A 5 群馬用水土地改良区管理の管路を確認 C 1

⑥ 近隣市町村への影響 候補地と近隣市町村の接地又は近接に対する調整の必要性 低い 中位 高い 5
候補地の南側部分が榛東村に隣接しているため、榛東村及
び住民への説明・調整等の必要あり

C 1 近隣市町村との接地なし A 5
候補地の南側部分が榛東村に隣接しているため、榛東村及
び住民への説明・調整等の必要あり

C 1

⑦ 周辺整備の可能性 候補地周辺の地域振興に係わる施設整備の可能性 高い 中位 低い 5

想定される施設面積を除くと、候補地の残地面積が7.34
㏊と広いが、周辺の状況や施設までのアクセス等を考えた
場合、建設候補地内における処分場以外の施設整備の可
能性は高いとは言えない

B 3
想定される施設面積を除くと、候補地の残地面積が
35.97㏊と広く、候補地内で処分場以外の施設整備の可能
性は高い

A 5
想定される施設面積を除くと、候補地の残地面積が0.66
㏊と狭く、候補地内で処分場以外の施設整備の可能性は低
い

C 1

⑧ 水道水源施設の有無 候補地外周500ｍ以内で水道水源施設の有無 なし
あり

（稼働なし）
あり 5

榛東村内に施設（長岡浄水場）は確認できたが、稼働してい
ない

B 3 なし A 5
榛東村内に施設（桃広小水道浄水場）は確認できたが、稼
働していない

B 3

⑨ 生活圏（集落）近接度
候補地と周辺集落との距離（生活圏と認められる集落との距離で
事務所は含めない）

300ｍ以上
300～100

ｍ
100ｍ未満 5 約203ｍ B 3 約１００ｍ B 3 約１００ｍ B 3

⑩ 搬入ルート上の支障 搬入ルートを拡幅する上での支障となる規模 小さい 中位 大きい 5

新設等の必要があるが、施工時等における近隣住民等への
影響は小さい
※県道水沢足門線から新設路線を利用した搬入ルートを想
定

A 5

拡幅等の必要があり、かつ対象となる道路は生活道路では
ないものの施工時等における近隣住民等への相応の影響
あり
※県道水沢足門線から町道1149号線を利用した搬入
ルートを想定

B 3

拡幅等の必要があり、かつ対象となる道路については生活
道路であるため、影響は大きい
※県道水沢足門線から町道1167号線を利用した搬入
ルートを想定

C 1

⑪ 景観等への影響 立地による周辺地域からの景観等への影響 小さい 中位 大きい 5
山林に囲まれた地区であり、周辺集落からの距離を考慮し
ても、影響は小さい

A 5
建設場所によっては集落からの距離が近い場合もあるが、
比較的影響は小さい

B 3
周辺が開けた農地が大部分であり、景観や近隣農地へ与え
る影響が大きい

C 1

⑫ 農業振興地域 農業の発展に必要な措置が集中的に行われている地域 該当なし 一部あり 該当あり 5 農業振興地域外のため、該当なし A 5 候補地内の一部が農業振興地域（青地） B 3 候補地内全域が農業振興地域（青地） C 1

⑬ 災害の危険性 土地の土砂災害・浸水被害発生の危険性 低い 中位 高い 5
土砂災害警戒区域などには該当していないものの、昨今の
自然災害の発生状況等を考慮した場合、急傾斜地である当
該地区の災害発生の危険性は比較的高いと思われる

C 1

土砂災害警戒区域などには該当していないものの、昨今の
自然災害の発生状況等を考慮した場合、比較的勾配があ
り、現況を踏まえると当該地区の災害発生の危険性は否定
できないと思われる

B 3

土砂災害警戒区域などには該当しておらず、昨今の自然災
害の発生状況等を考慮した場合、比較的勾配があるが、現
況を踏まえると当該地区の災害発生の危険性は低いと思
われる

A 5

⑭ 活断層との距離
推定される活断層との距離
（関東平野北西縁断層帯主部）

500ｍ以上 500～50ｍ 50ｍ未満 5 約１１．３ｋｍ A 5 約１２．１ｋｍ A 5 約１１．５ｋｍ A 5

⑮ 鳥獣保護区
鳥獣保護区の該当の有無
（令和3年度鳥獣保護区等位置図（群馬県作成）より）

該当なし 一部あり 該当あり 5 該当なし A 5 該当なし A 5 該当なし A 5

⑯ 植生自然度
既存資料による周辺の貴重植物への影響
（植生自然度（環境省作成より））

1～3 4-7 8-10 5 区域内における植生自然度の最高値が７（二次林） B 3 区域内における植生自然度の最高値が７（二次林） B 3
区域内における植生自然度の最高値が２（外来種草原、農
耕地（水田、畑））

A 5

⑰ 候補地土地利用 候補地の土地利用現況 荒野・開発済 農地 山林 5 区域内全域が山林 C 1 区域内の大部分が山林 C 1 区域内全域が農地 B 3

⑱ 地盤条件 候補地の地盤状況 （掘削面付近） 岩盤層 礫層 軟弱層 5
礫層であり、地盤改良等の必要性はあるものの、施工の規
模としては比較的小さい

B 3
礫層であり、地盤改良等の必要性はあるものの、施工の規
模としては比較的小さい

B 3
礫層であり、地盤改良等の必要性はあるものの、施工の規
模としては比較的小さい

B 3

⑲ 運搬距離
清掃センターからの距離
（各建設候補地の中心部分までの距離）

5㎞未満 5～10㎞ 10㎞以上 5 3.9km A 5 4.2km A 5 4.3km A 5

⑳ 給水水源の確保 場内利用のための水源の確保 容易 中位 困難 5
上水道より給水可能ではあるが、急傾斜地でもありポンプ
アップ等の施工が必要

C 1 上水道より給水可能 A 5 上水道より給水可能 A 5

100

上野原地区③ 　(3.16ha)

２次評価　合計点数 54.00 74.00 66.00

評価項目 評価内容

評価

配点
上野原地区① 　(9.84ha) 上野原地区② 　(38.47ha)



吉住住第２７８号 

令和４年８月９日 

 

渋川地区広域市町村圏振興整備組合 

管理者 髙木 勉 様 

 

吉岡町長 柴﨑 德一郎    

 

渋川地区広域市町村圏振興整備組合 次期最終処分場候補地について（協議） 

 

標記について、平成２０年２月８日付け協定書における用地選定順位に基づき、吉岡町地内に

おける候補地選定を進めるべく、令和２年１１月２５日付吉住協第１１１号において「吉岡町地内

における渋川地区広域市町村圏振興整備組合最終処分場候補地選定委員会」に対し諮問した

ところ、令和４年８月５日付で答申を受けました。 

 

町で協議した結果、答申内容が妥当かつ適正であるとし、吉岡町として、次期最終処分場候補

地については「上野原地区②」（資料１）を報告するとともに、今後の更なる絞り込み等について

協議します。 

資料６
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※河川、沢等については吉岡町上野原地区水害・土砂災害近況避難地図を参考に着色
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次期最終処分場についての確認事項 

 

《渋川地区広域市町村圏振興整備組合の業務》 

渋川地区広域市町村圏振興整備組合（以下広域組合という）は、渋川市、吉岡町、榛東村の１市１町１村で

構成された一部事務組合であり、広域組合ではごみ処理施設の設置及び管理に関する業務の共同処理を行っ

ている。 

 

 

 

《吉岡町に整備する最終処分場の概略構想／広域組合作成》 

・屋根や壁を設置する被覆型(クローズド型)最終処分場を基本とする。 

・浸出水は処理をして、埋め立て施設内の散水に循環利用する無放流式とし、河川への放流を行わない方法

を基本とする。 

１ 基本的事項 

⑴施設規模 敷地面積 約２５，０００㎡  

埋立容量 約６０，０００㎥ 

⑵総事業費 約４４億円（概算） 

⑶埋立物 渋川地区広域圏清掃センターから出る焼却灰、飛灰、不燃物残渣及び覆土 

⑷埋立期間 原則として１５年 

２ 想定している施設の概要 

⑴埋立地（被覆施設） 構造規模 鉄骨造平屋建て 

延べ面積 約 ７，０００㎡ (７０ｍ×１００ｍ)  

仕上げ  屋根：鋼板葺き、外壁：金属パネル 

高さ   地上約１５ｍ、地下約１５ｍ 

⑵浸出水処理施設 構造規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建て 

延べ面積 １，０００㎡ 

⑶その他 精製塩貯留施設、場内道路、防災調整池、覆土置き場、残地森林等 

３ 供用開始までのスケジュール（予定） 

令和５年度 地元説明・協議・調整 （広域組合・吉岡町） 

令和６年度 不動産鑑定・測量・環境調査等 （広域組合） 

令和７年度 用地買収・基本設計 （広域組合） 

令和８年度 実施設計 （広域組合） 

令和９年度 建設工事・周辺整備工事 （広域組合） 

令和１０年度 建設工事・周辺整備工事 （広域組合） 

令和１１年度 建設工事・周辺整備工事 （広域組合）  

供用開始 

４ その他 

⑴地元対策 詳細については、令和５年度以降必要に応じて行われる地元協議の中で調整予定。 

⑵跡地利用 詳細については、広域組合が吉岡町及び地元と協議の上決定する予定。 

〈活用参考例〉 

建物を残す場合・・・屋内運動場、農業用施設、避難施設、集会所等 

建物を残さない場合・・・運動場、公園、キャンプ場、太陽光発電施設等 

 

※ 一部事務組合とは、地方公共団体がその事務の一部を共同

して処理するために設ける特別地方公共団体のこと。 

資料１ 
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渋川地区広域市町村圏振興整備組合最終処分場候補地案の決定について 

 

 標記について、令和４年９月２９日付渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者より送付のあった「渋

川地区広域市町村圏振興整備組合次期最終処分場候補地の更なる絞り込みについて（報告）」について庁

内協議を行った結果、妥当であると判断し、町として「上野原地区② ウ地区」を、「渋川地区広域市町

村圏振興整備組合 次期最終処分場候補地案」として決定する。 

 

なお、選定した候補地案の位置、概要等については以下のとおり。 

【位置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（町作成） 

 

【概要】 

 想定面積は約４ヘクタール。 

 候補地のほぼ中央で、やや緩やかな斜面にある山林の中に位置している。 

 地区の中に沢のような地形はない。 

 工事や搬入道路として想定している県道水沢足門線からの距離は遠く、町道２０１号線からの距

離は近い。 

 土地利用的には、山林、畑（農振農用地〈青地〉を含む）、原野等となっている。 

 植生自然度は１０評価中「６」の植林地と「３」及び「２」の農耕地となっており、答申書にあ

ったレッドデータリストの植物の発見報告があった場所からは最も遠い。 

 

候
補
地
案 
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 〇町としての検討評価 

 

町が協議を依頼した上野原地区②の中から、広域組合では当初５カ所の検討箇所を選定した。そのう

ち、２カ所は建設に適さないとして除外し、以下の３カ所を評価した中で『ウ地区』を建設適地と考える

旨の報告書が町に提出されている。 

町では選定を行う自治体の立場から、広域組合が検討した地区について改めて評価を行った。 

 

（比較検討を行った地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（町作成） 

 

比較評価の結果、ウ地区は、森林伐採(立木伐採に係る整備コスト)や残地森林(森林法に係る整備コス

ト)、跡地利用(施設の跡地利用)、安全性(災害対応)、植生自然度とレッドデータリスト(環境保全) の

項目で他の地区より評価が高く、搬入路②(道路整備に係る整備コスト)や生活環境への影響②(景観への

影響)、農用地区域(農業振興地域整備計画対応)の項目の評価は他の地区より低かった。 

なお、土工量(土工に係る整備コスト)、搬入路①(地域に与える影響)、生活環境への影響①(生活への

影響) の項目については他の地区と評価が変わらなかった。 

 

以上のことについて総合的に検討した結果、吉岡町としても「上野原地区② ウ地区」が最も有利で

あるとの評価となった。 

よって、渋川地区広域市町村圏振興整備組合から報告された建設適地については、町としても「妥当」

であると判断する。 
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